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今 月 の 主 な 行 事 

 内 容 等 会 場 等 

4日（日） 青年部 ラピカクロスカントリーフェスティバルへ参加 源土運動広場特設会場 

8日（木） 中越 Bブロック事務局責任者研修会 湯沢町 いなもと 

8日（木） 刈羽村青色申告会 通常総会 刈羽村産業会館 

9日（金） マル経推薦団体連絡協議会（オンライン開催） 刈羽村産業会館 

20日（火） 中小企業支援連携ミーティング（オンライン開催） 刈羽村産業会館 

20日（火） くじら俱楽部総会 荒木屋 

29日（木） 柏崎刈羽地区商工会連絡協議会 総会・懇談会 柏崎市西山町 村田屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ 制度改正に伴う専門家派遣事業のご利用について ≫ 

新潟県商工会連合会では、働き方改革対応、生産性向上支援、新型コロナウイルス感染症影響を

乗り越えるための支援、消費税制や食品衛生法改正等の政策課題への対応について、商工会からの

要請に基づき、社会保険労務士や税理士等の専門家を派遣（指導員同行）します。なお、事業のよ

り効果的な実施を図るため、中小企業診断士の派遣については、（一社）新潟県中小企業診断士協会

と連携して行います。ぜひ、ご活用ください。 

なお、年度の予算が無くなり次第、受付終了となりますので、お早めにご検討ください。 

 

（１）対象者   中小・小規模事業者（創業予定者除く） 

（２）派遣回数  原則１事業者５回まで（無料） 

（３）派遣依頼方法 

    派遣を希望する場合は商工会に相談ください。申込書に必要事項を記入し、商工会連合

会に申し込みします。 

≪指導申込の希望テーマ（例）≫ 

   ・売上増加に向けた経営計画策定支援を希望される場合、 

     → 生産性向上支援／事業収益の確保 

   ・テレワーク導入支援を希望される場合、 

     → 働き方改革対応／時間外労働の上限規制への対応 

   ・HACCP管理について支援を希望される場合、 

       → その他政策課題への対応／食品衛生法の改正 
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令和３年度「刈羽村商工会長杯第５６回ゴルフコンペ」 

              昨年度は、コロナウイルス感染症により、残念ながら中止と

させて頂きましたが、今年度は感染症対策によるワクチン接種

が現在進んでいる状況下であることから、清涼の候に開催した

いと思います。 

              是非とも大勢の方から参加していただきたくお願いします。 

             詳細につきましては、後日ご案内します。 

 

              健康管理をおこない、体調を万全に‼ 

 

 
 

≪創業相談会のお知らせ！≫ 

新潟県商工会連合会では、創業を予定している方や創業して間もない方を対象に、創業計画
や開業資金などの創業に関する様々な問題についてのご相談に対応すべく「創業相談会」を
毎月開催しております。  

◆新潟県商工会館（新潟県庁近く）：２日（金）、９日（金）、１６日（金）、３０日（金） 
◆長岡支所（長岡インター近く） ：９日（金）、２６日（月） 
◆時間： 各相談日とも午前１０時から正午までのうち、お１人様１時間程度。 
 申込： 事前にお電話で各会場にご予約ください。 
◆新潟県商工会連合会 広域指導センター ☎025-283-1311（新潟市中央区新光町 7-2） 

〃   長岡支所 ☎0258-21-0688 （長岡市新産 2-1-4 長岡新産管理センタービル） 

≪刈羽村ふるさとまつり商品券取扱事業所募集≫ 

昨年中止となった刈羽村ふるさとまつりが今年度は 8 月 15 日に開催を予定し、準備を

進めています。今年度は感染症対策を行いながら、生涯学習センター・ラピカの特設会場

にて各種イベントが行われます。刈羽村ふるさとまつり実行委員会では、スタンプラリー

や盆踊りの景品として村内で使える共通商品券の進呈を予定しており、下記にて登録店を

募集します。前回、ご登録いただいている事業所へは、後日、個別にご案内します。ぜひ

ご登録をお願いします。 

 

記 

１．商品券の額面  ５００円券 

２．発行総額    ３５０，０００円（７００枚分） 

３．使用期間    ８月１５日（祭り当日）～１０月３１日（日） 

４．換金方法    換金日は１１月５日（金）を予定しています。 

          １０月末で商品券枚数を集計し商工会事務局に持参ください。 

           その場で、確認し換金いたします。 

 

※新規登録のお申込み、お問い合わせは商工会まで。 

 

 


